
第

二

千

九

十

三

号

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

(

火
曜
日)

目

次

公
安
委
員
会
規
則

○
交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

地

域

課)

六
八
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

六
八
一

○
兼
用
工
作
物
の
管
理
方
法

(

河

川

課)

六
八
二

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(
選
挙
管
理
委
員
会)

六
八
二

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(
同

)

六
八
三

公

示

○
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
関
す
る
公
示

(

環
境
生
活
政
策
課)
六
八
三

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

医
療
整
備
課)
六
八
四

○
同

(

生
活
衛
生
課)

六
八
四

公
安
委
員
会
規
則

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

小

川

信

也

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

交
番
、
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会

規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
表
北
方
の
部
穂
積
同
の
項
中｢

祖
父
江｣

の
下
に｢

、
犀
川
一
〜
六
丁
目
、
犀
川
堤
外
地｣

を
加
え
る
。

別
表
三
の
表
大
垣
の
部
墨
俣
同
の
項
中｢

墨
俣
町
先
入
方｣

の
下
に｢

、
墨
俣
町
さ
い
川
、
墨
俣
町

さ
い
川
堤
外
地｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
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岐

阜
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公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日



県
道

道
路
の
種
類

清

見

河

合
線

路
線
名

高
山
市
清
見
町
池
本
字
丸
岩

一
七
一
九
番
一
地
先
地
内

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

自
由
民
主
党
恵
那

市
支
部

政
治
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

異
動

事
項

恵
那
市
長
島
町
正
家
１
―

１
―
25

新

恵
那
市
長
島
町
中
野
大

崎

旧

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

河
川
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
堤
防
と
道
路

と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
河
川
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

河
川
の
名
称

木
曾
川
水
系
武
儀
川

二

河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類

木
曾
川
水
系
武
儀
川
右
岸
堤
防

三

河
川
管
理
施
設
の
位
置

山
県
市
岩
佐
字
山
王
前
四
五
五
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

字
小
原
屋
敷
二
八
七
番
一
地
先
ま
で

四

管
理
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

道
路
管
理
者

山
県
市

市
長

平
野

元

住
所

山
県
市
高
木
一
〇
〇
〇
番
地
一

五

管
理
の
内
容

１

道
路
専
用
施
設(

路
面(

路
盤
の
部
分
を
含
む
。)

、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
専
ら
道

路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
新
設(

道
路
の
附
属
物
に
係

る
も
の
に
限
る
。)

、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２

路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
法
長
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
に
つ

い
て
の
維
持

３

原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

六

管
理
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
月
七
日
か
ら
道
路
の
存
続
す
る
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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ま
ぶ
ち
保
彦
後
援
会

伊
藤
一
治
を
育
て
る
会

自
由
民
主
党
岐
阜
県
岐
阜
市
第
五
支
部

政
治
団
体
の
名
称

日
本
薬
業
政
治
連

盟
岐
阜
県
支
部

民
主
党
岐
阜
県
第

１
区
総
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

県
生
コ
ン
政
策
研

究
会
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

県
第
三
選
挙
区
支

部 自
由
民
主
党
岐
阜

県
第
五
選
挙
区
支

部 自
由
民
主
党
大
野

町
支
部

会
計
責
任
者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

長
谷
川
季
昌

柳
河
瀬

登

笠
原
多
見
子

代
表

者

の
氏

名

渡
邉
政
幸

林
一
成

岐
阜
市
竜
田
町
４
―
３

後
藤
友
勝

各
務
原
市
那
加
信
長
町

１
―
91

工
藤

智

多
治
見
市
白
山
町
４
―

７
―
１

揖
斐
郡
大
野
町
小
衣
斐

104―
１

関
谷

透

長
沼
健
治
郎

坂
澤
博
光

伊
藤

寛

落
合
高
興

会
計
責
任
者

の
氏

名

北
岡
輝
久

篠
田
祐
八
郎

岐
阜
市
神
田
町
１
―
８
―

２
大
西
ビ
ル

鞆
岡
道
雄

各
務
原
市
那
加
住
吉
町

１
―
31

棚
橋
功
史

多
治
見
市
白
山
町
４
―

５
―
１

揖
斐
郡
大
野
町
下
座
倉

444

井
上
保
子

田
代
義
明

美
濃
市
段
町
110―

12

恵
那
市
武
並
町
竹
折
538―

１

岐
阜
市
長
良
校
文
町
17―
101

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

武
藤
容
治
後
援
会

道
下
か
ず
し
げ
後

援
会

平
成
21年

９
月
６
日

平
成
21年

９
月
30日

平
成
21年

８
月
17日

解
散

年
月
日

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

政
党
の
支
部

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

各
務
原
市
那
加
信
長
町

１
―
91

工
藤

智

本
巣
市
根
尾
大
井
602―

１ 岐
阜
市
今
町
４
―
20

自
由
民
主
党

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
市
町
村
区
域
等

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

各
務
原
市
那
加
住
吉
町

１
―
31

棚
橋
功
史

本
巣
市
根
尾
門
脇
649―

１ 岐
阜
市
元
町
１
―
１

公

示

○
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
関
す
る
公
示

消
費
者
安
全
法(

平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
生
活
セ
ン

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

タ
ー
を
設
置
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
飛�
振
興
局
振
興
課

高
山
市
上
岡
本
町
七
丁
目
四
六
八
番
地

岐
阜
県
東
濃
振
興
局
恵
那
事
務
所
振
興
課

恵
那
市
長
島
町
正
家
後
田
一
〇
六
七
番
地

七
一

岐
阜
県
東
濃
振
興
局
振
興
課

多
治
見
市
上
野
町
五
丁
目
六
八
番
一

岐
阜
県
中
濃
振
興
局
中
濃
事
務
所
振
興
課

美
濃
市
生
櫛
一
六
一
二
番
地
の
二

岐
阜
県
中
濃
振
興
局
振
興
課

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古
井
二
六
一
〇
番

地
の
一

岐
阜
県
西
濃
振
興
局
振
興
課

大
垣
市
江
崎
町
四
二
二
番
地
三

岐
阜
県
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー

岐
阜
市
薮
田
南
五
丁
目
一
四
番
五
三
号

名
称
及
び
住
所

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で(

祝
日
及
び
年
末
年

始
を
除
く
。)

の
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後

三
時
ま
で

一

月
曜
日
、
木
曜
日
及
び
金
曜
日(
祝
日
及
び

年
末
年
始
を
除
く
。)

の
午
前
八
時
三
十
分
か

ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

二

火
曜
日

(

祝
日
及
び
年
末
年
始
を
除
く
。)

の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま

で
一

月
曜
日
、
火
曜
日
及
び
木
曜
日(

祝
日
及
び

年
末
年
始
を
除
く
。)

の
午
前
八
時
三
十
分
か

ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

二

金
曜
日

(

祝
日
及
び
年
末
年
始
を
除
く
。)

の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま

で 月
曜
日
、
火
曜
日
、
水
曜
日
及
び
金
曜
日(

祝

日
及
び
年
末
年
始
を
除
く
。)

の
午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
四
時
十
五
分
ま
で

月
曜
日
、
火
曜
日
、
木
曜
日
及
び
金
曜
日(

祝

日
及
び
年
末
年
始
を
除
く
。)

の
午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
四
時
十
五
分
ま
で

月
曜
日
、
火
曜
日
、
木
曜
日
及
び
金
曜
日(

祝

日
及
び
年
末
年
始
を
除
く
。)

の
午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
四
時
十
五
分
ま
で

一

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で(

祝
日
及
び
年
末

年
始
を
除
く
。)

の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
ま
で

二

土
曜
日

(

祝
日
及
び
年
末
年
始
を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

事
務
を
行
う
日
及
び
時
間

備
考

｢

祝
日｣

と
は
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規

定
す
る
休
日
を
い
い
、｢

年
末
年
始｣

と
は
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の

日
を
い
う
。

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
注
射
薬
自
動
払
出
シ
ス
テ
ム
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
21年
８
月
20日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
21年
９
月
30日

５
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
岐
阜
県
岐
阜
市
今
町
４
丁
目
20番
地

ア
ル
フ
レ
ッ
サ
日
建
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
林
一
成

６
落
札
金
額
93,345,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院
事
務
局
総
務
課
用
度
担
当

�
所
在
地
岐
阜
県
多
治
見
市
前
畑
町
５
丁
目
161番

地

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
タ
ン
デ
ム
四
重
極
質
量
分
析
装
置
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
21年
８
月
５
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
21年
９
月
28日
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５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
県
岐
阜
市
加
納
清
水
町
３
―
14レ
ジ
デ
ン
ス
35

横
河
商
事
株
式
会
社
岐
阜
営
業
所

所
長
新
川
元
浩

６
落
札
金
額
24,885,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
庁
健
康
福
祉
部
生
活
衛
生
課

�
所
在
地
岐
阜
県
岐
阜
市
薮
田
南
２
―
１
―
１
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平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


